
日　　時 テーマ 場　　所 内　　容 講　　　師

５月16日㈯
10:00

◇開講式
第１回講座

文化会館
２階研修室 徳島県南部のアカウミガメ

日和佐うみがめ博物館
カレッタ館長
平手康市さん

６月20日㈯
10:00

第２回講座
平和

文化会館
２階研修室

真珠湾に沈むわが青春
～太平洋戦争　真珠湾攻撃
捕虜第一号　酒巻和男の手記研究～

鳴門教育大学同窓会
初代会長
青木弘亘さん

６月24日㈬
10:00（予定）

選択講座
情報 未定 未定 未定

８月29日㈯ 
10:00

第３回講座
ＤＶ

文化会館
２階研修室

DV を防いで児童虐待をなくす
～子どもたちのために、おうちジェ
ンダー平等をはじめよう～

パープルシードあなん
代表　青木浩次さん

10月18日㈰
午後

第４回講座
あなん健康まつり

参加
文化会館　 未定 未定

11月 選択講座
現地研修 美波町 美波町の文化・歴史（予定） 未定

12月6日㈰
第５回講座
人権フェス

ティバル参加
文化会館 未定 未定

１月23日㈯
10:00

第６回講座
生涯学習推進大会

参加

文化会館
２階研修室 未定 未定

２月27日㈯
10:00

第７回講座
スポーツ
◇閉講式

文化会館
２階研修室 私と高校野球

元新野高校野球部監督
前 阿南光高校野球部
監督　中山寿人さん

第50回（令和８年度）成人大学講座受講生募集
南阿波（阿南・那賀・美波・牟岐・海陽）定住自立圏連携事業

申し込み・問い合わせ　生涯学習課　〒774-8501 富岡町トノ町12番地3　☎22−3391

講座内容・日程　別表の予定（未定は現在調整中）。内容の変更や中止になる場合があります。
定員　130人※定員を超えた場合は抽選を行い、開講式の案内をもって当選とします。 
受講資格　学習意欲のある方　　受講料　年間1,500円（現地研修などは実費負担があります）
受講場所　文化会館ほか　　
申込方法　次のいずれかの方法で４月10日㈮までに生涯学習課へお申し込みください。
　　　　　・はがきに住所、氏名、フリガナ、電話番号、携帯電話番号を記入
　　　　　・右側の２次元コード　　なお、電話での受付はしていません。

本市では阿南市のPR動画や観光名所、重要なお知ら
せ等をYouTube で配信しています。スマートフォン
やタブレット、パソコンからぜひご視聴ください。

令和７年公開　広報あなん動画版
○「78年の歴史～ありがとう、椿町中学校」
○「スポーツが息づくまち阿南」でスポーツを楽しもう！
○「きみの給食はどこからきたの？」
　　～学校給食のナゾにせまる～

阿南市公式チャンネルをぜひご視聴ください。
令和８年公開　広報あなん動画版
○マイナンバーカードを使って証

明書発行をコンビニで！
○避難所開設・運営訓練～ちょっと、避難所につ

いて考えてみようか～
視聴には「阿南市公式チャンネル」と検索いただ
くか、上記２次元コードを読み込んでください。

問い合わせ　秘書広報課　☎22−1110
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人権啓発に関するお知らせ
同和問題をはじめ、女性、こども、高齢者、障がい者など、さまざまな人権問題の解決に向けて実
施する人権施策についてお知らせします。

阿南市における人権教育、人権啓発に係る調査
および研究に関する活動費補助金の交付申請
人権教育および人権啓発に係る調査・研究活動
に対し、補助金を交付します。
補助金の交付対象団体、補助対象経費、補助金
額等については、事前に人権・男女共同参画課
へお問い合わせください。
申請期間　４月1日㈬〜４月30日㈭

阿南市人権教育・啓発講師団講師の派遣
人権教育・啓発講師団登録の講師を派遣します。
市ホームページの講師団登録一覧を確認の上、
事前に人権・男女共同参画課へお問い合わせくだ
さい。
派遣先　市内企業や諸団体、関係諸機関
　　　　（保育所、幼稚園、学校）等
講師料　市が負担
　　　　（60～90分の講演・研修への派遣）
手続き　派遣依頼書の提出

阿南市人権教育・啓発市民講座（第１回）
の開催
日時　４月28日㈫　14:00〜15:30
場所　文化会館２階　研修室
演題　「チャイルドラインの活動から見えてく

る子どもたちの現状」
講師　とくしまチャイルドライン
　　　阿部和代さん
※手話通訳あり（講演開始前10分程度ミニ手

話講座を実施）、申込不要、入場無料
※悪天候等により急遽中止となる場合は、市

ホームページでお知らせします。

人権擁護に関するパネル展示
人権擁護委員および法務局の活動に関するパネ
ルを展示します。
日程　４月１日㈬〜30日㈭
場所　市役所１階　高層部エレベーター前

問い合わせ　人権・男女共同参画課　☎22-3094　e−mail:jinken@anan.i-tokushima.jp

児童扶養手当制度について
父母の離婚等により父または母と生計を同じく
していない児童が育成される家庭の生活の安定
と自立の促進に寄与し、当該児童の福祉の増進
を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象者
支給要件に該当する18歳に達する日以後の最
初の３月31日までの間にある児童（政令で定
める程度の障害の状態にある場合は20歳未満
の児童）を監護している母、児童を監護しかつ
生計を同じくしている父または父母にかわって
児童を養育している方

手当月額（令和８年４月～）
児童１人の場合　48,050円
児童２人目以降１人につき　11,350円
※支給対象者等の所得が一定額以上ある場合や

公的年金等を受給している場合は、手当月額
の一部または全部が支給されません。

一部支給停止の場合（令和８年４月～）
児童１人の場合　48,040円～11,340円
児童２人目以降１人につき

　　　　　　　　11,340円～5,680円

手当を受けるには　認定請求書の提出が必要で
す。事前にお問い合わせください。

問い合わせ　こども支援課　☎22−1677
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